
 

 

令和８年度 遠軽町一般廃棄物処理実施計画 

 

遠軽町告示第２８号 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項の規定により、令和８年度の遠軽町一

般廃棄物処理実施計画を定め、遠軽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第８条第１項に

基づき、次のとおり告示する。 

 

令和 ８ 年 ３ 月３１日 

 

遠軽町長 佐々木 修 一   

記 

   １ 計画期間   令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

   ２ 処理区域   遠軽町全域 

   ３ 処理計画人口 １７，３８４人 

   ４ 処理計画量 

     （１）収集・運搬量 

計
画
収
集 

燃やすごみ 2,118ｔ 

燃やさないごみ 260ｔ 

資源ぶつ 477ｔ 

直
接
搬
入 

燃やすごみ 2,500ｔ 

燃やさないごみ 808ｔ 

資源ぶつ 0ｔ 

粗大ごみ 477ｔ 

資源ぶつ集団回収 114ｔ 

拠
点 

小型家電 7ｔ 

特殊ごみ（電池・蛍光灯） 7ｔ 

合 計 6,767ｔ 

 

     （２）中間処理量（遠軽地区広域組合） 

総資源化量 785ｔ 

焼却処理量 3,825ｔ 



 

 

焼却残渣 497ｔ 

     （３）最終処分量 

焼却残渣 497ｔ 

不燃埋立 528ｔ 

合 計 1,025ｔ 

 

     （４）し尿・浄化槽汚泥処理量 

広
域 

し尿 3,804Kl 

浄化槽汚泥 1,194Kl 

町 その他（生活雑排水） 383Kl 

合 計 5,381Kl 

 

５ 具体的な方策 

    第２次遠軽町一般廃棄物処理基本計画の基本方針に沿って、次のとおり実施する。 

 

 【ごみ処理実施計画】 

■ごみの処理体制 

（１）ごみ処理に関する管理･運営体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理運営の方法
または施設名

管理・運営主体

ごみステーション 設置者
自治会または施設設
置者

収集・運搬 遠軽町（業務委託） 遠軽町

容器包装等資源物の処理
リサイクルセンター
（～令和５年度）

容器包装等資源物の処理・
不燃ごみの破砕処理

えんがるリサイクルセンター
（令和６年度～）

可燃ごみの破砕・焼却処理 えんがるクリーンセンター

不燃ごみの破砕処理
遠軽町旭野一般廃棄物最終処分場
（～令和５年度）

遠軽町

遠軽町旭野一般廃棄物最終処分場
（～令和９年度予定）

遠軽町

遠軽地区一般廃棄物最終処分場
（令和９年度～予定）

遠軽地区広域組合

ごみ処理の区分

排出
及び
収集

中間
処理

遠軽地区広域組合
（構成町：遠軽町・
湧別町・佐呂間町）

最終処分



 

 

 

 

（２）容器包装廃棄物処理施設の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ごみ焼却施設概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

（４）最終処分場概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■排出抑制及び資源化等の方策 

「循環型地域社会」の形成を目指すため、生産、流通、販売、消費、排出、回

収、再使用、再生利用、処理・処分の各段階で、行政、町民及び事業者が相互に連

携を図りながら、それぞれの責務と果たすべき役割を担い４Ｒ及び適正処理の取組

を積極的に進めていくことが重要です。 

また、ごみステーションを管理する自治会等とも協力し、これまで不適正な分別

でも収集を行っていた不燃ごみの収集を廃止し、適正な分別がされたごみのみ収集

を行うことで大幅なごみの排出量の減少を進めていきます。 

（１）基本方針 

① 断る（Refuse：リフューズ） 

       ごみとなるものを持ち込まず、不要なものは買わないことや断ること 



 

 

でごみを減らす取組です。 

       例）レジ袋を断る、過剰包装を断る、マイボトルの利用 など 

② 減らす（Reduce:リデュース） 

長く使えるものを選んで購入することや資源の使用量を減らすこと 

でごみの量を減らし、ごみをなるべく出さない生活をする取組です。 

例）料理を作りすぎない、洗剤等は容器入りではなく詰め替えを買う 

など 

③ 繰り返し使う（Reuse:リユース） 

繰り返して使用できるリターナブル容器の利用や機器は修理して長 

く使うなど、まだ使えるものをごみとせず、再使用していく取組です。 

例）フリーマーケットの利用、不用品を人に譲る など 

④ 再生利用する（Recycle:リサイクル） 

「混ぜればごみ、分ければ資源」をスローガンに、再生資源物回収に

取り組むとともに、再生資源を利用した製品を利用するなど資源の再

生利用する取組です。 

例）リサイクル品の購入、資源ぶつの適正な分別 など 

（２）行政の役割 

本町におけるごみの減量化及び再生利用を図るため、町民・事業者の自

主的な参加と活動を促進するとともに、一般廃棄物の処理責任者として、

遠軽地区広域組合と連携し、ごみの分別収集、リサイクル、廃棄物処理施

設の整備・運営管理など、地域における環境負荷の低減を図る取組みに努

めます。 

また、排出事業者としての立場から、４Ｒの取組を積極的に進め、公共

事業をはじめ各種活動にともなう廃棄物の排出抑制や、再使用及び再生利

用を行いごみの減量化、再資源化の推進を図ります。 

① 広報誌、ホームページによる各種広報･啓発活動 

② 児童・生徒の課外学習や社会教育事業などを通した環境教育活動 

③ ごみ分別や排出方法の手引き、パンフレット等による情報提供 

④ 環境衛生強化期間における全町一斉清掃活動の推進 

⑤ 地域におけるリサイクル運動を支援・推進するため奨励金制度を継続 

⑥ ごみ減量化促進のため生ごみ堆肥化容器・電動生ごみ処理機購入助成 

を継続 

⑦ 監視パトロールを実施し、不法投棄防止やごみステーションの適正利 

用を推進 

⑧ ごみ処理手数料の適正負担について検討、必要な場合は見直し 

⑨ 自ら排出事業者として環境配慮物品等（環境負荷低減に資する物品、 

サービス）の調達 

⑩ 公共工事における建設資材の再資源化及び再生利用の促進 

（３）町民の役割 



 

 

普段の生活から出るごみが環境に負荷を与えることや、資源循環を家庭

から考え行動することが必要であり、本町のごみ排出抑制などの施策や取

組みに積極的に協力することが求められています。 

① 生ごみの減量化・自家処理等の推進 

② 資源物分別回収（リサイクル）運動の推進 

③ 資源物分別のより一層の推進 

④ 過剰包装の削減・マイバックの推進 

⑤ その他ごみの発生・排出抑制 

・ 必要量の買い物、量り売り、ばら売りなどの利用を心がける。 

・ 食材は使い切り、食べ残しをしない等ごみの発生を最小限にする。 

・ マイカップ、マイボトル、マイはしの使用。 

・ 耐久性に優れた製品を選択し、ものを大切にして長期間使用を心が 

ける。 

・ 買い替えよりも修理して使用する。 

・ 不要な買いだめを抑制し、日頃からごみの排出に関心をもつ。 

⑥ 再使用・再生利用 

・ 不用品交換、フリーマーケットやリサイクルショップを活用する。 

・ 小売店舗等の使用済み品の店頭回収（トレー、プリンターインク等） 

を利用する。 

・ リターナブル容器の活用や、繰り返し使用できる商品（詰め替えな 

ど）を選択する。 

・ 再生資源を使ったリサイクル製品（ティッシュ、トイレットペーパ 

ー等）を選択する。 

⑦ 適正処理 

・ 分別排出の徹底とごみ出しルールをしっかりと守り、ごみステーシ

ョン等を適正に使用する。 

・ お祭りやイベントでごみ分別ルールを守り、主催者の指示に従って 

廃棄する。 

・ 不法投棄、ルール違反の廃棄をしない。 

     （４）事業者の役割 

事業所から発生する廃棄物の排出抑制や再使用、再生利用に努め、事業

活動に伴って生じたごみは自らの責任で適正に処理しなければなりません。 

加えて、物の製造･加工･販売等に際し、その製品・容器等が処理困難廃

棄物とならないよう評価し、開発を行うこと、製品･容器等が廃棄物となる

場合には、適正な処理方法の情報提供等を行うことが求められます。 

また、町のごみ排出抑制などの施策に対する積極的な協力が求められま

す。 

① ごみの発生・排出抑制 

・ 梱包材、包装資材の削減。 



 

 

・ 簡易包装の推薦。 

・ 使い捨て容器の使用抑制。 

・ 修理などアフターサービスの提供。 

・ レジ袋有料化などレジ袋配布の削減。 

・ 多量のごみ排出事業所は、減量化・再資源化計画の作成と実行。 

② 再使用・再生利用 

・ 再生資源活用製品の開発、供給取扱いの拡大。 

・ 店頭回収ボックス等の設置による使用済み製品の回収。 

・ リターナブル容器の活用、詰め替え方式などを選択。 

・ 梱包材、包装資材の再生事業者への直接引渡し。 

・ 事務用品等の環境配慮型製品・グリーン購入の選択。 

③ 適正処理 

・ 減量化、再使用・再生利用後になお残った廃棄物は自らの責任によ

り適正な処理。 

・ 事業所内における分別ルールの徹底。 

・ 不法投棄、ルール違反の廃棄をしない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

■一般廃棄物の種類と収集及び受入方法等 

（１）一般廃棄物の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主なごみの種類

台所ごみ（残飯、果物くず、貝殻、野菜くず等）、紙くず
（紙コップ、写真、カーボン紙、紙おむつ等）、資源にな
らないプラスチック製品、ゴム・ビニール製品類（長靴、
ゴム手袋等）、布・革類（衣類、マット、タオル、バッ
ク、靴等）、その他（タバコの吸殻、食用油、草花、ペッ
ト用トイレ砂等）

金属類（鍋、やかん、包丁、カミソリ、アルミ製品、ライ
ター等）、ガラス・陶磁器類（板ガラス、薬品びん、コッ
プ、油のびん、花びん、茶碗等）、容器類（ガス缶、スプ
レー缶、ペンキの缶、一斗缶、油の缶等）、その他（回収
対象外小型家電製品、魔法びん等）

机、椅子、ソファー、テーブル、食器棚、ベッド、タン
ス、じゅうたん、カーペット、家電製品、自転車等

空き缶 飲料用アルミ缶・スチール缶、缶詰の缶・蓋、その他の缶

ペットボトル 飲料用のペットボトル、調味料のペットボトル

空き瓶 飲料用のびん、調味料のびん、化粧品のびん

発泡スチロール
（白色）

魚箱、緩衝材（家電等の保護材など）、カップ麺・納豆な
どの発泡容器、食品トレイ　※白色のもの

プラスチック製
容器包装

チューブ類（マヨネーズ、わさび、歯磨き粉等）、ボトル
類（シャンプー、洗剤、食用油、ソース等）、ポリ袋・
ラップ類（レジ袋、食料品などの外装・食品を載せたトレ
イを含むラップフィルム等）、緩衝材（果物の保護材
等）、パック・カップ類（コンビニ弁当の容器、たまご
ケース、豆腐、プリン等）、ネット類（果物、野菜を入れ
るネット）、プラスチック製のふた・ラベル

紙パック 紙パックマークが付いたもの

ダンボール類 ダンボール、お菓子箱などの厚紙

雑誌・本類
雑誌、週刊誌、雑紙（コピー用紙、封筒、カレンダー、包
装紙等）

新聞・チラシ 新聞、チラシ

乾電池、ボタン電池、蛍光管、小型充電式電池、温度計

通信機器、カメラ、ゲーム機器・電子玩具、生活電気製
品、音響機器、パソコン関連機器

小型家電

分別区分

燃やすごみ

燃やさないごみ

粗大ごみ

特殊ごみ

資
源
物



 

 

 

 

（２）収集 

収集方法はごみステーション方式で、各地域の収集運搬業務を受託した委

託事業者が、ごみ収集車を地域ごとに定めたルートにより巡回し収集しま

す。なお、特殊ごみの収集は拠点回収方式としています。 

   （３）収集予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）収集運搬業の許可 

事業活動等により生じた一般廃棄物や、多量な発生により町で収集・運搬が

できないもの、及びし尿浄化槽汚泥などについて、引き続き廃棄物処理法に基

づく一般廃棄物収集運搬業の許可業者により行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分別区分 収集日 収集区域

週６日 遠軽地域の中心商店街など

週２回 全町（週６回収集区域を除く）

月４回 遠軽地域の中心商店街など

月２回 遠軽地域（月４回収集区域を除く）

月１回 生田原・丸瀬布・白滝地域

月４回 遠軽地域の中心商店街など

月２回 遠軽地域（月４回収集区域を除く）

年３回 生田原地域

年２回 丸瀬布地域

燃やすごみ、燃やさないごみの収集日 白滝地域

週２回 遠軽地域の中心商店街など

週１回 全町（週２回収集区域を除く）

燃やすごみ

燃やさないごみ

粗大ごみ

資源物



 

 

 

 

   【生活排水処理実施計画】 

今後も安全に暮らせるまちづくり、快適に暮らせるまちづくりを進めるため、生活

排水の適正処理を図っていきます。このため生活排水対策の基本として、水の適正利

用に関する啓発を行うとともに、生活排水の処理施設の整備に努めていきます。 

（１）基本方針 

① 公共下水道事業計画にしたがい適正に生活排水を処理します。 

② 公共下水道を使用できる区域については、公共下水道への接続を促 

し、生活排水の適正処理を進めます。 

③ 公共下水道事業の計画区域外では、個別排水処理施設整備事業によっ 

て浄化槽の普及を進めます。 

④ 単独処理浄化槽を設置している家庭については、生活雑排水の処理を 

進めるため、個別の状況を勘案しつつ浄化槽設置の拡大を図ります。 

（２）し尿処理施設の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）啓蒙活動 

生活排水対策の必要性、浄化槽維持管理の重要性について住民に周知を図

るため、定期的な広報・啓発活動を実施します。 

また、浄化槽については、定期的な保守点検、清掃及び法定検査につい

て、広報等を通じてその徹底に努めるものとします。 

 

施設名称 衛生センター南兵村処理場

所管 遠軽地区広域組合

構成市町村 遠軽町、湧別町、佐呂間町

所在地 紋別郡湧別町南兵村1区543番地2

竣工 昭和49年度（浄化槽汚泥処理設備は平成8年度）

施設能力 65 kL/日（し尿55 kL/日、浄化槽汚泥10kL/日）

対象物 し尿及び浄化槽汚泥

処理方式 主処理：嫌気性消化処理+活性汚泥法処理

高度処理：凝集沈殿処理+砂ろ過処理

汚泥処理：脱水


